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◆磁気媒体により請求する保険医療機関等の皆様へ 【お願い】

１ レセプトの提出は「オンライン請求」が便利です

本会では、磁気媒体で請求をされている保険医療機関及び保険薬局の皆様には、利便性の高い
オンライン請求をお勧めしております。
（１） 毎月５日から７日は８時から２１時まで、８日から１０日は８時から２４時まで受付ができます。
（２） 送信時に簡易チェックでエラー内容が確認でき、修正することができます。
（３） 本会からの返戻レセプト、増減点連絡書、返戻内訳書をオンラインで受け取ることができます。
（４） 返戻レセプトデータを修正してオンラインで再請求することができます。
（５） 前月までに請求したレセプトの再審査・取下げ依頼をオンラインで提出することができます。

オンライン請求では、送信後に請求内容等に誤りが発覚した場合でも、１０日まで再送信すること
ができ、大変便利です。（再送信される場合は本会にご連絡願います。）
なお、受付不能（Ｌ２０００番台のエラー）及びASP 点検の結果「エラー分を除く」で送信した場合は、
エラーデータを修正して１２日まで再送信が可能です。

≪オンライン請求の届出に関すること≫
システム管理部 システム管理課
レセプト電算係 ０３-６２３８-０４５６（直通）

【問い合わせ先】
≪レセプトの提出に関すること≫

＊医科⇒審査第２部
事務審査第１課、第２課、第３課
０３－６２３８－００１１（代表）

（電話交換手に「○○区、市町村（貴保険医療機関
等所在地）を担当している課」とお伝えください）

＊歯科⇒審査第２部 事務審査第４課 ０３-６２３８-０３００（直通）
＊調剤⇒審査第２部 事務審査第４課 ０３-６２３８-０３８２（直通）
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◆レセプト作成の留意点について【お願い】

新型コロナウイルス感染症が疑われる患者に対し、診断を目的に「ＳＡＲＳ-ＣｏＶ-２（新型コロナウ
イルス）核酸検出」等検査を行った場合、「一部負担金額」等については必ず「０円」の記載をお願いし
ます。
本件についての通知は、厚生労働省から令和２年５月１３日付け保医発０５１３第２号が発出されて
おりますので、ご確認ください。

１ 「ＳＡＲＳ-ＣｏＶ-２（新型コロナウイルス）核酸検出」等検査に係る
保険請求について

２ 新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用
の請求に関する診療報酬明細書の記載等について

新型コロナウイルス感染症に係る行政検査で取り扱う検査名、点数等は以下に掲げるとおりです。
本件に関連する通知は、厚生労働省から令和２年１１月１１日付け保医発１１１１第２号が発出され
ておりますので、ご確認ください。



４ 特別療養費（被保険者資格証明書のレセプト）の請求方法について

総括請求書

特別療養費

総括請求書の上部余白に、
「特別療養費」と朱書等で記
載してください。

◆被保険者資格証明書を提示した被保険者のレ
セプトについて、療養の給付等の請求と区別を行う
ことから、総括請求書を別に作成し、紙レセプトで提
出をお願いします。

◆総括請求書とレセプトの上部余白に「特別療養
費」と朱書等で記載してください。

※オンライン請求（電子媒体での請求を含む）の保
険医療機関等においても、記載方法及び提出方
法は同様となります。

紙レセプトで提出をお願いします。

レ セ プ ト

特別療養費

レセプトの上部余白に、「特別
療養費」と朱書等で記載してくだ
さい。

被保険者資格証明書の記号番号を記載
してください。

【問い合わせ先】
＊医科 ⇒  審査第２部 事務審査第１課、第２課、第３課 ０３－６２３８－００１１（代表）

（電話交換手に「○○区、市町村（貴保険医療機関等所在地）を担当している課」とお伝えください）
＊歯科・調剤・訪問看護 ⇒  審査第２部 事務審査第４課 ０３－６２３８－０３００（歯科・直通）

０３８２（調剤・直通）、０３０２（訪問看護・直通）

当該患者が要介護者又は要支援者で、介護保険の「居宅療養管理指導費」及び「介護予防居
宅療養管理指導費」（以下、「介護サービス費」という。）を算定し、当該月に『在宅患者調剤加算（
※）』を算定する場合には、以下の【留意事項】を踏まえ、調剤報酬明細書をご提出ください。

（※）別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、地方厚生局長等に届け出た保険薬局が算定可能。

【留意事項】

介護サービス費の訪問指示がある、主治医からの処方せんに基づく調剤を行った際の
『在宅患者調剤加算』の算定においては、調剤報酬明細書の摘要欄に（介）の記号を付し、
介護サービス費の合計算定回数（１回の場合は（介）のみで可）の記載をお願いします。

在１

（介）２回

○○○点

３ 『在宅患者調剤加算』の算定について

（記載例）
患者が要介護者等で介護保険の
介護サービス費を２回算定
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１ コメントコードの入力なし並びに入力誤りレセプトの取扱いについて

【問い合わせ先】
審査第１部 審査共助管理課 ０３-６２３８-０２７３（直通）

◆レセプトの請求について【お願い】

コメントコードの入力がないレセプト（Ｌ４エラー）並びにコメントコードの入力が誤って
いるレセプト（Ｌ３及びＬ４エラー）については、保険医療機関等への影響等を考慮し、こ
れまで記載要領通知別表Ⅰに定める記載事項が記載されていると明確に確認できる
場合にあっては原則、請求どおりとする取扱いとしておりました。
今般、コメントコードの記録開始月である令和２年１１月審査分と比べこれらの対象件
数が減少している状況を鑑み、今後はコメントコードの入力が無いレセプト並びにコメン
トコードの入力が誤っているレセプトについては、当該内容が明確に確認できる場合で
あっても原則、返戻といたします。
ついては、特にエラーコードが以下のものは確認の上訂正し、ご請求願います。

エラー
コード

オンライン関係帳票メッセージ
確認試験結果リストメッセージ

Ｌ３３０３
存在しない摘要コード（診療行為コード、医薬品コード、特定器材コード又はコメントコード）
が記録されています。

Ｌ３３９０ コメントの文字データに外字が含まれています。

Ｌ３３９３ 存在しない修飾語コードがコメントに記録されています。

Ｌ３４０３
当該診療年月では、すでに廃止されているか、あるいはまだ有効となっていないコードであるた
め、使用できません。

Ｌ３４０９
当該調剤年月では、すでに廃止されているか、あるいはまだ有効となっていないコードであるた
め、使用できません。

L３４２７ 当該コメントコードの文字データが誤って記録されています。

～ ～

Ｌ３４６１ 存在しない修飾語コードが摘要レコードコメント３に記録されています。

Ｌ３４７１ 調剤レセプトでは使用できないコメントコードが記録されています。

Ｌ３４７２ コメントの文字データに外字が含まれています。

Ｌ３６５１ 摘要欄に調剤レセプトでは使用できないコメントコードが記録されています。

～ ～

Ｌ３６５５
摘要欄に記録された文字データの桁数が、当該コメントに記録すべき文字データの桁数と一致し
ないため、コメントが正しく作成できません。

Ｌ３８７４ 文字データの記録が必要なコメントコードですが、文字データ及び歯式が記録されていません。

Ｌ４４１１
選択式コメント（記載要領別表１「レセプト電算処理システム用コード」欄のコメントコード
等）の記録が必要な摘要コードが記録されていますが、対応するコメントコード等が記録されて
いません。

Ｌ４４９９ コメント文字データの記録は不要です。


